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(注) １ 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 
２ 当社は、平成17年10月１日に株式会社ＵＦＪホールディングスと合併し、商号を株式会社三菱ＵＦＪフィナ

ンシャル・グループに変更しました。このため第２期(ＭＴＦＧ)から第４期(ＭＴＦＧ)までは株式会社三菱





 
  

平成17年10月 当社と株式会社ＵＦＪホールディングスが合併し、株式会社三菱ＵＦＪフィナ

ンシャル・グループに商号変更。また、三菱信託銀行株式会社とＵＦＪ信託銀

行株式会社および三菱証券株式会社とＵＦＪつばさ証券株式会社も、それぞれ

合併し、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、三菱ＵＦＪ証券株式会社に商号変更。

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループが発足。 

当社普通株式を、名古屋証券取引所に上場。

平成17年10月 ＵＦＪニコス株式会社(日本信販株式会社と株式会社ＵＦＪカードが平成17年

10月に合併)を連結子会社化。

平成18年１月 株式会社！�

平成18年�月当社普通株式氾､宴塔i�証券取引初上城�~ﾐ~X゜







なお、当社グループでは、お客さまの様々な金融ニーズに対応するため、既存の業態の枠を超え、グル































    

(3) 国内・絵











    

(7) 国内・海外別有価証券の状況 

○ 有価証券残高(末残) 
  

 
(注) １ 「国内」とは、当社及び国内連結子会社(海外店を除く)であります。「海外」とは、国内連結子会社の海外

店及び海外連結子会社であります。 

２ 「その他の証券」には、外国債券及び外国株式を含んでおります。 

３ 「相殺消去額」とは、連結会社間の内部取引等に係る消去額合計であります。 

  

種類 期別
国内 海外 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

国債
前連結会計年度 25,275,558 601 ― 25,276,160

当連結会計年度 22,917,317 ―

地方債
前連結会計年度 336,179

―

当連結会計年度 317,790

―

―
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―うち自己資本への算入額 (Ｃ) ――控除項目 控除項目(注６) (Ｄ) 334,996 423,979

自己資本額 (Ａ)＋(Ｂ)＋(Ｃ)－(Ｄ) (Ｅ) 13,460,397 13,349,104

リスク・ 
アセット等

資産(オン・バランス)項目 93,892,334 82,754,773

オフ・バランス取引等項目 15,037,257 15,158,744

信用リスク・アセットの額 (Ｆ) 108,929,592 97,913,518













    

 
(注) １ 清算事由、支払不能事由又は規制事由 

清算事由： 
(ⅰ)日本法に基づき当社の清算手続が開始された場合、又は(ⅱ)日本の管轄裁判所が、(a)破産法に基づ
き当社の破産手続開始の決定を行った場合、若しくは(b)会社更生法に基づき当社の事業の全部の廃止を
内容とする更生計画案の作成を許可した場合 

支払不能事由： 
当社について、(ⅰ)破産法における支払不能が発生した場合、(ⅱ)当社の負債(基本的項目にかかる借入
もしくは同様の債務を除く)が資産を超える状態が発生した場合、(ⅲ)日本における金融監督を行う行政
機関が支払不能である旨判断し法令に基づく措置を行った場合 

規制事由： 
決算期末又は半期末において関係法令に基づき計算される当社の自己資本比率(第一基準)又は自己資本の
内基本的項目の比率(第一基準)が当該法令の要求する最低限の比率を下回った場合 

［６］

① 発行体 MUFGaCapitalaFinancea2aLimited

② 発行証券の種類 非累積型・固定／変動配当・優先出資証券
(以下、「本優先出資証券」という)
本優先出資証券の所有者は、当社の発行する残余財産分配の順位が最も優先する優先株式
と実質的に同順位の残余財産分配請求優先権を有し、配当支払の順位が最も優先する優先
株式と実質的に同順位の配当優先権を有する(配当優先権の詳細については後述の「⑦ 配
当支払の内容」に記載)。

③ 償還期限 永久
ただし、平成28年７月以降の配当支払日に、発行体はその裁量により、本優先出資証券の
全部又は一部を償還することができる(一定の場合には、当該配当支払日前においても、発
行体の裁量で、本優先出資証券の全部を償還することができる)。本優先出資証券の償還





  

 
(注) １ 清算事由、支払不能事由又は規制事由 

清算事由： 
(ⅰ)日本法に基づき当社の清算手続が開始された場合、又は(ⅱ)日本の管轄裁判所が、(a)破産法に基づ
き当社の破産手続開始の決定を行った場合、若しくは(b)会社更生法に基づき当社の事業の全部の廃止を
内容とする更生計画案の作成を許可した場合 

支払不能事由： 
当社について、(ⅰ)破産法における支払不能が発生した場合、(ⅱ)当社の負債(基本的項目にかかる借入
もしくは同様の債務を除く)が資産を超える状態が発生した場合、(ⅲ)日本における金融監督を行う行政
機関が支払不能である旨判断し法令に基づく措置を行った場合 

規制事由： 
決算期末又は半期末において関係法令に基づき計算される当社の自己資本比率(第一基準)又は自己資本の
内基本的項目の比率(第一基準)が当該法令の要求する最低限の比率を下回った場合 

［８］

① 発行体 MUFGaCapitalaFinancea4aLimited

② 発行証券の種類 非累積型・固定／変動配当・優先出資証券 
(以下、「本優先出資証券」という) 
本優先出資証券の所有者は、当社の発行する残余財産分配の順位が最も優先する優先株式
楢券け��香hﾈＵed



  

 
(注) １ 清算事由、支払不能事由又は規制事由 

清算事由： 
(ⅰ)日本法に基づき当社の清算手続が開始された場合、又は(ⅱ)日本の管轄裁判所が、(a)破産法に基づ
き当社の破産手続開始の決定を行った場合、若しくは(b)会社更生法に基づき当社の事業の全部の廃止を
内容とする更生計画案の作成を許可した場合 

支払不能事由： 
当社について、(ⅰ)破産法における支払不能が発生した場合、(ⅱ)当社の負債(基本的項目にかかる借入
もしくは同様の債務を除く)が資産を超える状態が発生した場合、(ⅲ)日本における金融監督を行う行政
機関が支払不能である旨判断し法令に基づく措置を行った場合 

規制事由： 
決算期末又は半期末において関係法令に基づき計算される当社の自己資本比率(第一基準)又は自己資本の
内基本的項目の比率(第一基準)が当該法令の要求する最低限の比率を下回った場合 

［９］

① 発行体 MUFG Capital Finance 5 Limited

② 発行証券の種類 非累積型・固定／変動配当・優先出資証券 
(以下、「本優先出資証券」という) 
本優先出資証券の所有者は、当社の発行する残余財産分配の順位が最も優先する優先株式
と実質的に同順位の残余財産分配請求優先権を有し、配当支払の順位が最も優先する優先
株式と実質的に同順位の配当優先権を有する(配当優先権の詳細については後述の「⑦ 配
当支払の内容」に記載)。

③ 償還期限 永久 
ただし、平成29年１月以降の配当支払日に、発行体はその裁量により、本優先出資証券の
全部又は一部を償還することができる(一定の場合には、当該配当支払日前においても、発
行体の裁量で、本優先出資証券の全部を償還することができる)。本優先出資証券の償還
は、監督当局の事前承認(その時点で必要であれば)を含め法的な必要条件に則して行われ
る。

④ 配当 非累積型・固定／変動配当 
当初10年間は固定配当(ただし、平成29年１月以降の配当計算期間については、変動配当が
適用されるとともに、ステップアップ配当が付与される。)

⑤ 発行総額 550百万英ポンド(１口当たり発行価額1,000英ポンド)

⑥ 払込日 平成19年１月19日

⑦ 配当支払の内容 配当支払日
毎年１月25日と７月25日
当該日が営業日でない場合は、直後の営業日とする。ただし、直後の営業日が翌月にな
る場合は、直前の営業日とする。

配当支払方針
以下の強制停止事由又は任意停止事由が発生しない限り、配当は各配当支払日に支払わ
れz当支払方針



２ 【生産、受注および販売の状況】 

「生産、受注および販売の状況」は、銀行持株会社としての業務の性格上、該当する情報がないので記

載しておりません。 

  

３ 【対処すべき課題】 

(1）中期経営計画 

当社グループは、お客さまや社会から強く支持される総合金融グループを目指すとともに、企業価値

向上の観点から世界の金融機関の時価総額ランキングでトップ５に入ることを目指しております。この

目標に向け、平成19年２月に「平成19年度版中期経営計画」を策定いたしました。この計画では、平成

21年度の財務目標として、連結営業純益約2.5兆円、連結経費率40％台半ば、連結当期純利益約1.1兆

B 

B  



本格統合に向けたプロジェクトは計画どおりに進めており、平成20年にかけて、順次新システムの稼動

を開始する予定です。システム本格統合の完遂により、サービスの向上とコストシナジーの着実な実現を

目指してまいります。 

  

(ブランドの維持・発展) 



４ 【事業等のリスク】 

当社および当社グループの事業その他に関するリスクに











(5) 権利行使の困難性 

当社グループは、不動産市場における流動性の欠如または価格の下落、有価証券の価格の下落等の

事情により、担保権を設定した不動産若しくは有価証券を換金し、または貸出先の保有するこれらの

資産に対して強制執行することが事実上できない可能性があります。 

  

(6) 不良債権問題等に影響しうる他の要因 

① 1990年代初頭より、日本の経済は、様々な要因(消費支出の低迷および日本企業の設備投資の減







９ 格付低下および与信条件悪化のリスク 

(1) 格付機関が当社グループの格付けを引き下げた場合、当社グループのトレジャリー業務およびその

他の業務は悪影響を受けるおそれがあります。当社グループの格付けが引き下げられた場合、当社グ

ループのトレジャリー業務は、取引において不利な条件を承諾せざるを得なくなったり、または一定

の取引を行うことができなくなるおそれがあり、加えて当社グループの資本・資金調達にも悪影響を

及ぼすことがありえます。かかる事態が生じた場合には、当社グループのトレジャリー業務および他

の業務の収益性に悪影響を与え、当社グループの財政状態および業績にも悪影響を与えます。 

  

(2) 資産内容に関する懸念およびいくつかの本邦の大手金融機関の破綻により、外国金融機関は、過去
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当連結会計年度における主な項目は、以下のとおりであります。 

  

 
  

前連結
会計年度 

(A) 
(億円)

当連結 
会計年度 

(B) 
(億円)

前連結
会計年度比 

(B-A) 
(億円)





(2) 与信関係費用 

与信関係費用総額は、前連結会計年度比3,620億円増加して1,869億円の費用発生となりました。 

特別利益のう�������ﾈｸ檍ﾇ 



２ 財政状態の分析 

(1) 貸出金 

貸出金は、前連結会計年度末比9,311億円減少して84兆8,319億円となりました。海外支店、ユニオ

ン・バンカル・コーポレーションの貸出が増加したものの、国内貸出が減少したことによるものです。

  

 
＊ＵＦＪニコス株式会社は、平成19年４月１日に株式会社ディーシーカードと合併し、三菱ＵＦＪニコス株式会社と

なっております。 

  

前連結
会計年度末 

(A) 
(億円)

当連結 
会計年度末 

(B
(B

会計年冬度末 





















第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

（銀行業） 

銀行業における設備投資につきましては、主に株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行におきまして、合併に伴



２ 【主要な設備の状況】 

当連結会計年度末における当社及び当社連結子会社の主要な設備(自社用資産、事業の種類別セグメン

トの別)は以下のとおりです。 

  

（銀行業） 
(平成19年３月31日現在) 

会社名
店舗名 
その他

所在地

















（クレジイ業

x 1 )  新 設 ・ 改 修 等  
p  

x 2 )  除 却 ・ 売 却 等  
p  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 



４ 平成19年６月27日および28日開催の定時株主総会および各種類株主総会において定款変更を決議し、第九種

優先株式および第十種優先株式の発行可能株式総数を削除し、平成19年５月23日に開催した当社取締役会決

議に基づく平成19年９月30日を効力発生日とする当社の普通株式および各種優先株式について株式の分割の

効力が発生した日を効力発生日として発行可能株式総数は以下のとおりになります。 

  

 
(注) １ 第１回ないし第４回第五種優先株式の発行可能株式総数は併せて400,000,000株を超えないものと

する。 

２ 第１回ないし第４回第六種優先株式の発行可能株式総数は併せて200,000,000株を超えないものと

する。 

３ 第１回ないし第４回第七種優先株式の発行可能株式総数は併せて200,000,000株を超えないものと

する。 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 33謔S回第�ｩB�

















(1) 優先配当金 

① 優先配当金 

毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された第十一種優先株式(以下「本優先株式」とい

う。)を有する株主(以下「本優先株主」という。)に対し、普通株主に先立ち、本優先株式１株につき

年５円30銭の金銭による剰余金の配当(以下「優先配当金」という。)を行う。ただし、当該事業年度に

おいて優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。 

② 非累積条項 

ある事業年度において、本優先株主に対して支払う金銭による剰余金の配当の額が優先配当金に達しな

いときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。 

③ 非参加条項 

本優先株主に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。 

(2) 優先中間配当金 

中間配当を行うときは、本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式１株につき２円65銭の優先中

間配当金を支払う。 

(3) 残余財産の分配 

残余財産を分配するときは、本優先株主に対し、普通株主に先立ち、本優先株式１株につき1,000円を支

払う。本優先株主に対しては、そのほか、残余財産の分配は行わない。 

(4) 優先順位 

本優先株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の支払順位は、他の優先株式と同順位とする。

(5) 議決権 

本優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。ただし、本優

先株主は、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその総会より、その議案が

定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より優先配当金を受ける旨の決議がある時ま

では議決権を有する。 

(6) 優先株式の併合または分割、募集新株の割当てを受ける権利等 

法令に別段の定めがある場合を除き、本優先株式について株式の併合または分割は行わない。本優先株主

には募集株式の割当てを受ける権利、または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。また、本

優先株主には株式無償割当て、新株予約権の無償割当ては行わない。 

(7) 取得請求 

① 取得を請求することができる期間 

本優先株式発行の日から平成26年７月31日までとする。 

② 取得と引換えに交付すべき普通株式数 

本優先株式㊧ﾊ薄金

弟？xﾋｨ**(*ｸ,ﾘ-y��





























⑤ 第十一種優先株式 

  

 
(注) 当期間における取得自己株式には、平成19年６月１日から有価証券報告書提出日までの取得請求による株式数

は含めておりません。 

  

⑥ 第十二種優先株式 

  

 





⑥ 第十二種優先株式 

  

 
(注) １ 消却の処分を行った取得自己株式には、転換請求(平成18年４月27日、45,400株)による株式数を含んでおり

ません。 

２ 当期間における保有自己株式数には、平成19年６月１日から有価証券報告書提出日までの取得請求による株

式数及び処理による株式数は含めておりません。 

  

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 96,200 ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

保有自己株式数 33,700 ― 33,700 ―

















  

 
  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役 ― 原 田 明 夫 昭和14年11月３日生

昭和40年４月 東京地方検察庁検事

(注)３ 0

昭和63年４月 法務大臣官房人事課長

平成４年４月 盛岡地方検察庁検事正

平成５年12月 法務大臣官房長

平成８年１月 法務省刑事局長

平成10年６月 法務事務次官

平成11年12月 東京高等検察庁検事長

平成13年７月 検事総長

平成16年10月 弁護士登録 第一東京弁護士会入
会 
弘中総合法律事務所弁護士(現職)

平成17年７月 学校法人東京女子大学理事長(現
職)

平成18年６月 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャ
ル・グループ取締役(現職)

取締役 ― 大 歳 卓 麻 昭和23年10月17日生

昭和46年７月 日本アイ・ビー・エム株式会社入

社

(注)３ 3

平成６年３月 同社取締役

平成６年11月 同社非常勤取締役

平成８年１月 同社取締役

平成９年３月 同社常務取締役

平成11年12月 同社代表取締役社長

平成15年３月 同社代表取締役社長執行役員(現

職)

平成16年６月 役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)





























第５ 【経理の状況】 

  

１ 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省

令第28号。以下「連結財務諸表規則」という)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債並びに収

益及び費用については、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に定める分類に準じて記載して

おります。 

 なお、前連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日)は、改正前の連結財務諸表規則及

び銀行法施行規則に基づき作成し、当連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日)は、改

正後の連結財務諸表規則及び銀行法施行規則に基づいて作成しております。 

  

２ 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59

号。以下「財務諸表等規則」という)に基づいて作成しております。 

 なお、前事業年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日)は、改正前の財務諸表等規則に基づき

作成し、当事業年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日)は、改正後の財務諸表等規則に基づい

て作成しております。 

  

３ 当連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日)及び当事業年度(自平成18年４月１日

至平成19年３月31日)は、連結株主資本等変動計算書及び株主資本等変動計算書の作成初年度であるた





















































































Ⅱ 当連結会計年度 

１ 売買目的有価証券(平成19年３月31日現在) 

  

 
  

２ 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成19年３月31日現在) 

  

 
(注) １ 時価は、連結会計年度末日における市場価格等に基づいております。 

２ 「うち益」「うち損」はそれぞれ「差額」の内訳であります。 

  

３ その他有価証券で時価のあるもの(平成19年３月31日現在) 

  

 
  

連結退連





(金銭の信託関係) 

⑲'�暮w�mｩ4慄���ｸ,ﾉ�ﾙ�X｢閏ﾙ�ﾃ�吋�"(



    

(その他有価証券評価差額金) 

Ⅰ 前連結会計年度 

○その他有価証券評価差額金(平成18年３月31日現在) 

連結貸借対照表に計上されている「その他有価証券評価差額金」の内訳は、次のとおりであります。 

  

 





デリバティブを含むトレーディング業務のVaR(平成17年４月～平成18年３月) 

グループ全体でのトレーディング業務の市場リスク(VaR)は、平成17年10月に持株会社及び信託銀行

の統合、平成18年１月に商業銀行の統合があったため、それぞれの期間ごとに分割して記載しておりま





２ 取引の時価等に関する事項 

(1) 金利関連取引(平成18年３月31日現在) 

  

 
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。 

なお、業種別監査委員会報告第2w�等に膀ﾍs泣w�躬個いております。 

２ 時恢のZ�  

$�8ﾇ5h8x44陝ｦ9hﾇh袮>6h8ｻ�9�,H�(.ﾅｩ�.8+X,H*�.�-ﾈ+x�"�  





(3) 株式関連取引(平成18年３月31日現在) 

  

 
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。 

２ 時価の算定 

取引所取引については、東京証券取引所等における最終の価格によっております。 

店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。 

  

 

上九襟｢ｺに~Zﾂﾂいております。 

２ 時価の算定 

店頭取引については≫オプション価格計算モデル等により算定しております。 

















(退職給付関係) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

国内連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度、厚生年金基金制度、適格退

職年金制度及び退職一時金制度等を設けております。また、従業員の退職等に際して、退職給付会計

に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。 

なお、国内連結子会社の一部の海外支店及び一部の海外連結子会社でも確定給付型の退職給付制度

を設けております。 

  



    

３ 退職給付費用に関する事項 

  

 
(注) 簡便法を採用している国内連結子会社の一部の海外支店及び一部の連結子会社の退職給付費用は、主として

「勤務費用」に含めて計上しております。 

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

 
  

区分

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

金額(百万円) 金額(百万円)

勤務費用 38,840 47,924

利息費用 36,786 46,712

期待運用収益 △59,166 △87,589

過去勤務債務の費用処理額 △6,322 △8,870

数理計算上の差異の費用処理額 37,123 668



















(１株当たり情報) 

  

 
  











  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

２ 当社の連結子会社である株式会社東京三菱銀行は、

株式会社ＵＦＪ銀行との間で、平成17年４月20日付に



























注記事項 

(貸借対照表関係) 

  
前事業年度末 

(平成18年３月31日)
当事業年度末 

(平成19年３月31日)

※１ 有形固� 466百万円 ※１ 有形固� 360百万円

 

 

※２ 担保提供

   担保に供



 
  

前事業年度末 
(平成18年３月31日)

当事業年度末 
(平成19年３月31日)

 

※７ 会社が発行する株式の総数

普通株式 33,000,000株

優先株式 1,352,001株

   発行済株式の総数

普通株式 10,247,851.61株

優先株式 532,001株

         (�ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾀ※Ｗ 会社が]

普通株式 P03,�21.51株         (�ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾀ※ � ( ⅹ d � 鄂 行 ｴ ｹ � Y � 6 0 2 4 条 代 � % - � ﾉ ; K 定 8 + x . 棍 価 を 冨 @











(税効果会計関係) 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(流動)

繰延税金資産

賞与引当金 95百万円

その他 35百万円

繰延税金資産合計 131百万円

繰延税金負債

未収配当金 △4,217百万円

繰延税金資産(△は負債)の純額 △4,086百万円

(固定)

繰延税金資産

子会社株式 1,599,475百万円

税務上の繰越欠損金 2,297百万円

その他 6,412百万円

繰延税金資産小計 1,608,185百万円

評価性引当額 △1,604,885百万円

繰延税金資産合計 3,299百万円

繰延税金負債

有価証券 △6,363百万円

繰延税金資産(△は負債)の純額 △3,063百万円

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(流動)

繰延税金資産

賞与引当金 86百万円

その他 5百万円

繰延税金資産合計 91百万円

繰延税金負債

未収配当金 △3,517百万円

その他 △7百万円

繰延税金負債合計 △3,525百万円

繰延税金資産(△は負債)の純額 △3,433百万円

子会社�)1,599,475百万円















【引当金明細表】 

  

 
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、自己査定の結果による戻入です。 

  

区分
前期末残高 
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用) 
(百万円)

当期減少額 
(その他) 
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金 248 ― ― 248 ―

投資損失引当金 7,138 ― ― ― 7,138

賞与引当金 235 211 235 ― 211





③ 固定負債 

社債 

  

 
  

関係会社長期借入金 

  

 
  

(3) 【その他】 

該当ありません。 

  

銘柄 金額(百万円)

 �













独立監査人の監査報告書 
 

  

 

株式会社 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 
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